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入院中の皆様へ 

 

 

＜入院基本料について＞ 

当病棟は、精神療養病棟入院料の届出をしており、１日に 10 人以上の看護要員（看護

師・准看護師・看護補助者）が勤務しています。なお、時間帯毎の看護配置は次の通りです。 

 

8 時 30 分～16 時 30 分 看護要員一人当たりの受持ち人数は 7 人以内です。 

 

16 時 30 分～8 時 30 分 看護要員一人当たりの受持ち人数は 21 人以内です。 

 

＜食事療養費について＞ 

当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士または栄養士によって管理

された食事を適時（夕食については 18 時以降目安）、適温で提供しています。 
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